
令和２年度定期監査等改善措置状況 

 

 

課等名 監査の結果 講じた措置の内容 

教育部 

能代教育事務所 

【定期監査】 

（１）予算の執行状況について 

小・中学校３校のテレビ電波共聴設備保守点検業務委託に

ついては、４月１日から翌年３月３１日までを契約期間とし

て保守点検契約を締結するものであるが、予算を確保しなが

ら監査時点で未執行であったため、適正な事務処理とされた

い。 

今年度の業務について、予算の執行手続きを実施いたしまし

た。今後の事務処理にあたっては、定期的に実施する各種業務案

件及び事務処理工程をリストアップした進行確認表に基づき、業

務開始時期の確認、仕様書等の作成、予算執行、発注等の事務処

理が適正な時期に行われるよう徹底します。 

 


